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議案第３９号 

   世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 使用料の額を改定する必要があるので、本案を提出する。 
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世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例 

世田谷区立区民センター条例（昭和４７年１２月世田谷区条例第４４号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第３の１の部備考以外の部分を次のように改める。 

１ 午前、午後Ａ、午後Ｂ、夕方及び夜間の使用区分により使用する施設 

 

名 称 

 

施設の種別 

午 前 午後Ａ 午後Ｂ 夕 方 夜 間 

午前９時から正

午まで 

午後０時３０分

から午後２時３

０分まで 

午後３時から午

後５時まで 

午後５時３０分

から午後７時３

０分まで 

午後８時から午

後１０時まで 

世田谷区立太子 

堂区民センター 

第１会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第４会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

茶室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

音楽室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

体育室 ３，５１０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 

第１和室    ７００円 ７００円 

第２和室    ７００円 ７００円 

世田谷区立弦巻 

区民センター 

第１会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第４会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第５会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

第６会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

茶室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第１音楽室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

第２音楽室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

料理講習室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

大広間    １，０８０円 １，０８０円 

世田谷区立宮坂 第１会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 
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区民センター 第２会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第４会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

大広間    ７００円 ７００円 

世田谷区立桜丘 

区民センター 

第１会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第４会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

音楽室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

料理講習室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

大広間    ２６０円 ２６０円 

世田谷区立代田 

区民センター 

第１会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第４会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第５会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

音楽室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

集会室兼体育

室 

２，１３０円 １，４２０円 １，４２０円 １，４２０円 １，４２０円 

世田谷区立奥沢 

区民センター 

第１会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

第２会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

世田谷区立玉川 

台区民センター 

第１会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第２会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

茶室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

音楽室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

体育室（半面） ３，５１０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 

体育室（全面） ６，２４０円 ４，１６０円 ４，１６０円 ４，１６０円 ４，１６０円 

大広間    ２６０円 ２６０円 

世田谷区立深沢 第１会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 
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区民センター 第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第４会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

集会室兼体育

室 

３，５１０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 

料理講習室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

大広間    ７００円 ７００円 

世田谷区立鎌田 

区民センター 

第１会議室 ３，５１０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第４会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第５会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

茶室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

音楽室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

料理講習室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

絵画工芸室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

大広間    ２６０円 ２６０円 

世田谷区立上北 

沢区民センター 

第１会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

音楽室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

多目的室 ２，１３０円 １，４２０円 １，４２０円 １，４２０円 １，４２０円 

料理講習室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

大広間    ２６０円 ２６０円 

和室    ２６０円 ２６０円 

世田谷区立粕谷 

区民センター 

第１会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第２会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第３会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

音楽室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

多目的室 ３，５１０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 ２，３４０円 
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大広間    ２６０円 ２６０円 

和室    ２６０円 ２６０円 

世田谷区立烏山 

区民センター 

第１会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第２会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

第３会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第４会議室 １，６２０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 １，０８０円 

第５会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第６会議室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

第７会議室 １，０５０円 ７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

茶室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

料理講習室 ３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

大広間    １，４２０円 １，４２０円 

 別表第３の２の部世田谷区立弦巻区民センターの項から世田谷区立桜丘区民センタ

ーの項までの規定中「３，４５０円」を「４，４７０円」に、「２，３００円」を「

２，９８０円」に、「４，６００円」を「５，９６０円」に改め、同表の３の部世田

谷区立宮坂区民センターの項中「３，２００円」を「４，１６０円」に、「４，８０

０円」を「６，２４０円」に改め、同部世田谷区立烏山区民センターの項中「８４０

円」を「１，０８０円」に、「１，２６０円」を「１，６２０円」に、「５４０円」

を「７００円」に、「８１０円」を「１，０５０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第３の規定は、令和７年１０月１日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 


